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○

金
融
商
品
取
引
業
者
の
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
、
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
及
び
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
の
基
準
等
を
定
め
る
件(

平
成
十
九
年
金
融
庁
告
示
第
五

十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
控
除
す
べ
き
固
定
資
産
等
）

（
控
除
す
べ
き
固
定
資
産
等
）

第
二
条

府
令
第
百
七
十
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定

第
二
条

府
令
第
百
七
十
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定

め
る
も
の
は
、
次
章
第
四
節
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
自
己
資
本
控
除
と
さ

め
る
も
の
は
、
次
章
第
四
節
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
自
己
資
本
控
除
と
さ

れ
る
も
の
を
い
い
、
当
該
自
己
資
本
控
除
さ
れ
る
も
の
の
額
は
、
同
節
に
定

れ
る
も
の
を
い
い
、
当
該
自
己
資
本
控
除
さ
れ
る
も
の
の
額
は
、
同
節
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
時
価
額
と
す
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
時
価
額
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

前
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
に
係
る
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
は
、
当
該
有

６

前
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
等
に
係
る
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
は
、
当
該
有

価
証
券
等
の
時
価
額
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
定
め
る

価
証
券
等
の
時
価
額
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
定
め
る

率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

区
分

率

区
分

率

株
券
等

十
六
パ
ー
セ
ン
ト

株
券
等

第
五
条
第
五
項
の
表
に
定
め
る
率

債
券
等

第
六
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
表
に
定
め

債
券
等

第
六
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
表
に
定
め

る
率
と
同
条
第
六
項
の
表
に
定
め
る
率
を
合
計
し

る
率
と
同
条
第
六
項
の
表
に
定
め
る
率
を
合
計
し

た
率

た
率

外
国
為
替
等

八
パ
ー
セ
ン
ト

外
国
為
替
等

八
パ
ー
セ
ン
ト

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
等

十
八
パ
ー
セ
ン
ト

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
等

十
八
パ
ー
セ
ン
ト

そ
の
他

第
四
条
第
十
項
の
表
に
定
め
る
率

そ
の
他

第
四
条
第
十
項
の
表
に
定
め
る
率
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